
●まじめ正直教の信者

課長のＡにとって、経営陣からの受
けが良い部下のＢ主任は、鼻持ちなら
ない存在だった。年末の仕事納め、年
明けの顔合わせでも、社長や専務と歓
談するＢは、Ａにとって苦痛でしかな
かった。実直でまじめなＡには、上司
にあえて取り入るような器用な真似は
全くできない。そんなＡの気持ちを見
透かしたように、Ｂが満面の笑みで振
舞う姿は、自分に対する当てつけ、と
しかＡには受け止められない。
「フン…また調子に乗って」
そうだ、Ｂは調子に乗っている。そ
うＡが感じたとき、ちょっと意地悪を
してやろう、その程度で留飲を下し
て、何が悪い、これまでまじめに仕事
をしてきた自分が、ささやかな満足を
得るだけだ、誰も文句は言えまい、な
どと勝手な理屈を頭の中で作り上げる
と、アルコールの勢いも手伝って、妙
に気持ちが大きくなった。
「Ｂ、ちょっといいかな」
「は、はい」
「あまり言いたくないけれど、あえて
君のために言っておく」
「…」
「君の、社長や専務へのなれなれしい
態度は、各部署の課長や部長から、と
ても評判が悪い、ほどほどにした方が
良いと思う」
「別に、私は…」
「問題があると言っているのではな
い。このままでは、君の社内での評価
を心配しているんだ」
「私が社長と話をすることで、人事評
価が下がる、というのでしょうか」
「そ、そうじゃない。社内の、君を見
る目、ということだよ」
「ですが、そうしたお話は、これまで
聞いたことが無かったので…」
「それはそうだろう」
「先日の顔合わせでも、私とＣ部長も
一緒にお話をしていましたが、そんな
様子は全く…」
「そこで君は、何かおかしい、と思わ
なかったの？」
「何が、でしょうか」
「君は主任だ」
「はい、それが…」
「社長と専務、そして部長、その中に
主任である君が加わることが、だよ」

「…」
Ｂは何かとても
大きな問題を犯し
ているのではない
か、という漠然と
した不安を感じ、
Ｃ部長にその気持
ちを打ちあけた。
「Ａ課長が…？」
「はい」

「やっかみじゃないの？」
「そうでしょうか？」
「Ａはいつでも陰々滅滅としてるか
ら、誰も近づかないでしょ。こっちま
で陰気になる。そう思わない？」
「え…い、いや…」
「気にすることないんじゃない」
「ですが、Ａは私の上司ですし…」
「分かった。私がくぎを刺しておく」
「…」
翌日Ｂが出社すると、Ａ課長から呼
び出された。
「君は私の忠告を無視して、Ｃ部長に
私の指摘を相談したそうだね」
「忠告を無視した、など…」
「やっかみだ、気にするな、と言われ
たとか…」
「…」
「君は一体、何を考えているんだ。会
社の全課長、部長を敵にする気か？」
「そ、そんな、誤解です」
「じゃあ、なぜＣ部長に相談した？」
「…」
「私を貶めるためか？」
「そ、そんな」
「親切心から忠告したのに…調子に乗
るのもいい加減にしろ！」
おろおろするＢの様子を眺め、文字
通り留飲を下したＡは、自席に着い
た。私はＢの上司だ。舐めたマネを黙
認するようなことはない。覚えて置
け！そんな気持ちでＢを睨みつけた。
一方のＢは、自分が何をしたという
のか、なぜこんなに責められなければ
ならないのか、全く理解ができなかっ
た。いったい自分はこれからどうすれ
ばいいのか、皆目見当がつかない。
その後もＡは、Ｂと顔を合わせるた
びに、
「調子に乗るなよ…」
などとブツブツと囁き続けた。目に
見えて覇気がなくなってきた様子のＢ
に、Ａは、少しやりすぎたかと不安な
気持ちになった。すでに目的は果たし
たし、もう十分だろう、Ｂをいじめる
のはもう止めよう、などと思っていた
矢先のことだった。
「Ａ課長、どういうことか、説明して
もらわないと…」
Ｂは精神科医の診断書を会社に提
出、休職したい意向を示したことか
ら、人事部長のＤに呼び出された。
「ど、どういうこと、と言われまして
も…私は…」

事態がただならぬ方向に向かってい
ることを理解したＡだったが、その状
況を取り繕うことなく、むしろまじめ
に答えることを潔しと考える性質だ。
「Ｂに何をしたのか、何と言ったの
か、について、あなたの言い分を聞か
せて欲しい」
「その…至って他愛ないことで…」
「他愛ないことかどうかは、こちらで
判断する」
「…」
「どうなんですか…？」
「…ちょっと、いじめてやろうと…」
「いじめてやろう…！？」
「…すみません」
「いじめる意思持っていた、とすれ
ば、事態は重大だ。だから、意図的に
いじめようと思っていた、などと自ら
言うことは、普通考えられない」
「ですが、事実…」
「そうであれば、会社はあなたに重い
ペナルティーを課さなければならなく
なる」
「分かりました…」
「これはあなただけの問題ではない。
今後は、いじめる意図をもって、部下
をいじめたなどと、決して口にしては
ならない」
「…ですが…」
「あなたが、Ｂに対していじめる意思
を持っていた、という発言は、聞かな
かったことにする」
「…」
「それと、Ｂが報告しているあなたの
言動については、概ね事実として認め
る、ということですか？」
「はい、全て事実です」
全てを「正直に」返答したＡは、さ
ばさばとした表情で職場に戻った。そ
の後姿に、Ｄ人事部長は頭を抱えた。
「これじゃ、明らかにクロだ。いじめ
の事実を積極的に認めるんだから」
「信じられませんね。ということは、
これは労災、でしょうか」
「労災かどうかは、労基署の判断だ」
「意図的な嫌がらせ、ですからね」
「意図的かどうかは、労災の判断とは
別だよ」
「どういうことですか？」
「労災は無過失責任だから、問題にな
るのは業務との因果関係のみ。つま
り、Ａ課長の言動が、Ｂのメンタルの
原因かどうか…」
「なるほど…」
「Ｂによれば、ことの発端からメンタ
ル罹患までの期間が２カ月、その間、
Ａからブツブツ嫌みなことを言われ続
けた、という事実の評価如何だな」
「ブツブツ嫌みを言われ続けたこと
が、メンタルの理由になりますかね」
「２か月、という期間も悩ましい」
「ちょっと短いような…」
「それと、気がかりなのは、いじめの
意図があったことをＡが認めたこと」
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「ですが、いまＤ部長は、それは労災
とは関係が無いと…」
「Ｅ君、いま私が考えているのは、民
事上の損害賠償の問題。故意であれ
ば、程度はともかく責任は免れない」
「話を戻すようですが、Ｂは、労災に
ついても、Ａの言動の責任について
も、何も言っていないんですよね」
「いまのところは、ね。」
「それなら、このまま現状放置…」
「Ａが、Ｂへのいじめを認めたことを
どう考えるか…」
「はぁ…」
「Ａの、あの性格だから、いじめを全
て認めたのに、なぜ労災にならない、
などと言い出しかねない」
「それ、おかしくないですか。Ａは加
害者なんですよ。しかも更にそれを自
分で認めるようなことを…」
「それがＡだよ。利害損得よりも、ま
じめで正直が常に正しい、筋が通って
なければ、何でも噛みついてくる」
「まじめ正直教の信者ですね」
「何を考えているのかさっぱりわから
ない…全く融通が利かないのも困る」
「ですが、Ｃ部長にくぎを刺されても
いじめを止めなかったのは、それもま
じめで正直、って言えるんですか」
「自分はまじめで正直なのに、Ｂばか
りがちやほやされるのは筋が通らな
い、っていうことじゃないの」
「身勝手そのものじゃないですか」
「って、いま、Ｃ部長にくぎを刺され
たって言ったね？」
「ええ、ＢはＡの嫌がらせをＣ部長に
相談したら、Ｃ部長がＡ課長に…」
「Ｃ部長はＡに何と言ったのか…」
「ですから、くぎを刺した、っていう
んですから、まぁ、止めるように言っ
たんじゃないでしょうか」
「それは大きな材料だ。Ｃ部長からい
じめを止めるようたしなめられたこと
に腹を立てていじめを繰り返した」
「そういうことになりますね」
「よし、それで行こう！」
「どういうことですか？」
「Ａは理詰めで畳みかけるのが上策
で、感情論はタブーだ」
「と言っても、Ａ課長の理屈は、かな
り偏っている、というか…」
「偏屈、屁理屈、自己満足…」
「そ、そこまで私は…」
「良いんじゃない？その通りなんだか
ら。問題はＡの余計な言動にある」
「正直に何でも口外しないように封じ
込める、ということですか」
「そうとも言えるが、ちょっと違う」
「…」
「Ａはまじめで正直がすべて正しいと
いう強い思い込みがある」
「ですが、正直であることは…」
「もちろん大切。でもＡの問題は、ま
じめで正直なら、いじめも正当化され
る、という大きな勘違い、にある」

「だからＢへのいじめも正しいと考え
ている…」
「そう。Ａの弱点は、そこだよ。だか
らいじめの事実を公然と認めたんだ」
「いじめは正しくないし、まじめでも
正直でもない…」
「だから、Ａはまじめでも正直でもな
いと一気に畳みかける。ここが重要」
「なるほど…」
Ｃ人事部長の主張は、弁解するＡに
対して、まじめでも正直でもない、と
いう結論に一貫して結びつけた。
「私は至ってまじめに仕事を…」
「いじめのどこがまじめで正直か？」
「Ｂはまじめで正直な私を侮辱し…」
「部下をいじめるなど、管理職の責任
放棄、不真面目もはなはだしい」
「私が…不真面目…」
「しかもＣ部長からいじめを咎められ
たのに、全く正直に対応しなかった」
「私は…正直に…」
「自分に正直にいじめをした？冗談じ
ゃない。そんな正直はただの我儘だ」
「…正直は…我儘じゃない…」
「言いたいこといって、やりたいこと
をやって、私は自分の気持ちに、まじ
めで正直です、なんて、まじめと正直
の濫用そのものだよ」
「…ひ、ひどい…」
「そんなまじめと正直は、偽物だ。本
当のまじめと正直が迷惑する」
「…そこまで言わなくても…」
Ａは下を向いたまま、ポロポロと悔
し涙をこぼした。
「まじめと正直の言葉遊びは終わり
だ。だが、いじめは反省すべきこと。
始末書と合わせて、Ｂに謝罪の気持ち
があるなら書面に認めたらいい」
「…まじめでも、正直でもない自分な
ど、もう生きる価値がありません」
「実直でコツコツと仕事をこなすあな
たは、会社に必要な人材だよ」
「慰めの言葉は結構です。私は、まじ
めと正直であることを、完膚なきまで
に否定されたのです。まじめと正直
は、私の生きる支えでした」
「まじめと正直は大切なことだが、い
じめを正当化する理由となる余地はな
い。そこを理解する必要がある」
「理解できません！」
その後Ａは出社をすることなく、「ま
じめと正直を唯一の生きがいとする自
分の信念を否定されたため、これ以上
仕事ができない」、と書かれた退職届を
提出した。
「これは、会社都合による離職だ、と
言いたいのでしょうか」
人事部スタッフのＥは首を傾げた。
「さぁ、私にも分からない…ハローワ
ークに判断してもらう他ないだろう」
などと答えつつ、Ｄ人事部長は、予
想外の展開に、一抹の不安を感じた。
唯一の生きがいとする信念を否定され
た、という言葉が重く響いていた。

当事者の真意を読み取り、問題に対する
認識のギャップを埋め、話をつなぐ
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